
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  がん保険の保険料 

Ｑ：私は今年、自分を被保険者とするがん

保険に加入しました。この保険料は、生命保

険料控除の対象となりますか？                               

  

Ａ：生命保険料控除の対象となります。 

【解説】 

生命保険料控除の対象となるのは、生命保

険会社の締結した疾病又は身体の傷害その他

これらに類する事由に基因して保険金等が支

払われる保険契約のうち、医療費等支払事由

に基因して保険金等が支払われるものに係る

保険料です。 

おたずねの「がん保険」は、被保険者がが

んに罹患した場合に一定の保険金を支払うも

のですので、医療費等支払事由の一つである

「疾病若しくは身体の傷害又はこれらを原因

とする人の状態」に基因して保険金等が支払

われるものと認められます。 

したがって、おたずねの「がん保険」の保

険料については、生命保険料控除の対象とな

ります。 

なお、「がん保険」の契約が平成23年12月

31日以前に締結したものは旧生命保険契約等、

平成24年1月1日以後に締結したものは介護医

療保険契約等に該当しますので、今年の契約

ということでしたら、介護医療保険契約等に

かかる保険料として、生命保険料控除の計算

をすることになります。 
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